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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貯蔵室、及び、機械室を有する筐体と、
　前記機械室に配置された凝縮器、送風機、及び圧縮機と、
　を備え、
　前記凝縮器は、互いに並列して設けられた複数枚の第１の矩形フィンを有する第１のプ
レートフィンチューブ型凝縮器と、互いに並列して設けられた複数枚の第２の矩形フィン
を有する第２のプレートフィンチューブ型凝縮器とを有し、
　前記第１のプレートフィンチューブ型凝縮器と前記第２のプレートフィンチューブ型凝
縮器とは、前記複数枚の第１の矩形フィンの積み方向と、前記複数枚の第２の矩形フィン
の積み方向とが平行となるように配置され、
　前記第１のプレートフィンチューブ型凝縮器と前記第２のプレートフィンチューブ型凝
縮器とは、前記第１の矩形フィン及び前記第２の矩形フィンに対して垂直な方向から見た
ときに、前記複数枚の第１の矩形フィンの端部と前記複数枚の第２の矩形フィンの端部と
が相互に重なるように、且つ、全体として折れ曲がり形状を呈するように、配置され、
　前記第１のプレートフィンチューブ型凝縮器又は前記第２のプレートフィンチューブ型
凝縮器は、
　重なり合った前記第１の矩形フィン又は前記第２の矩形フィンの端部同士の内、少なく
とも一方の矩形フィンの端部に矩形フィンの積み重ねの高さと同じ高さの切り起こしを設
けることで他方の矩形フィンの端部を挟む
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　冷蔵庫。
【請求項２】
　前記第１の矩形フィンの端部と前記第２の矩形フィンの端部とは、接触している
　請求項１に記載の冷蔵庫。
【請求項３】
　前記第１のプレートフィンチューブ型凝縮器又は前記第２のプレートフィンチューブ型
凝縮器は、少なくとも機械室壁面又は機械室カバーの何れか一方に対して１０°～８０°
の角度を持たせて設けられている
　請求項１又は２に記載の冷蔵庫。
【請求項４】
　前記第１のプレートフィンチューブ型凝縮器又は前記第２のプレートフィンチューブ型
凝縮器は、少なくとも機械室底面又は機械室天面の何れか一方に対して１０°～８０°の
角度を持たせて設けられている
　請求項１又は２に記載の冷蔵庫。
【請求項５】
　前記送風機及び前記圧縮機は、前記凝縮器の下流側に設置されている
　請求項１～４の何れか１項に記載の冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機械室に凝縮器を備える冷蔵庫に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、冷凍サイクル回路を備え、当該冷凍サイクル回路で冷却した空気を貯蔵室に
供給する冷蔵庫が知られている。このような従来の冷蔵庫は、例えば冷蔵庫の筐体の背面
側の下部に横長に形成された機械室を有している。そして、この機械室には、冷凍サイク
ル回路の構成要素である凝縮器、圧縮機、及び凝縮器に送風する送風機が配置されている
。また、機械室には、凝縮器、圧縮機、及び送風機以外の構成も収容されている。
【０００３】
　例えば、冷凍サイクル回路の構成要素である圧縮機を機械室に配置し、送風機からの送
風によって圧縮機を冷却する場合がある。また例えば、機械室が筐体の下部にある場合等
には、貯蔵室から排出されたドレン水を貯留するドレンパンを機械室に配置する場合があ
る。
【０００４】
　機械室に凝縮器が配置された冷蔵庫は、凝縮器で冷媒を効率良く凝縮することで冷蔵庫
の消費電力の削減につながる。つまり、冷蔵庫の消費電力を削減させるためには、凝縮器
の凝縮性能、すなわち熱交換能力を向上させる必要がある。
【０００５】
　上記の機械室に配置される従来の凝縮器として、例えば冷媒管にフィンを接触させるこ
とで空気との熱交換面積を大きくしたフィンチューブ型熱交換器がある。そして、このよ
うな一般的な凝縮器は、吸気口が形成された機械室の側面部と平行になるように配置され
ている。また、平面断面視においてＬ字形状の凝縮器を用い、当該凝縮器を機械室の側面
部及び平面部と平行に配置し、機械室の側面部及び平面部における凝縮器と対向する部分
に吸気口を形成したものも提案されている。
【０００６】
　上記のように、冷蔵庫の機械室に設置したフィンチューブ型熱交換器において、冷媒か
ら銅管への熱抵抗と、銅管の熱伝導率による熱抵抗と、銅管からフィンへの接触熱抵抗と
、フィンから空気への熱抵抗とを比較すると、フィンから空気への熱抵抗が最も大きい。
そのため、フィンから空気への熱伝達率α０及び空気と接しているフィンの接触面積Ａ０

を大きくすることが、凝縮器の凝縮量を大きくするためには重要となる。
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【０００７】
　このとき、フィンから空気への熱伝達率α０を大きくする目的で送風機の風量を増加さ
せても、送風機の軸負荷により冷蔵庫全体としての消費電力が増大してしまう場合がある
。また、フィンと空気との接触面積Ａ０を大きくする目的で、フィンの積層する間隔を小
さくしたり、フィンの通風方向の長さを大きくしたりすると、凝縮器の圧力損失が増大す
る。その結果、機械室内の通風量が低下し、凝縮器の凝縮能力が低下する場合がある。
【０００８】
　ここで、通風方向の上流側であって凝縮器の長手方向の側面の全体面積（以下、前面側
面積と称する）を増加させることで、凝縮器の放熱面積とフィンの圧力損失の低減を両立
させ、凝縮器の凝縮性能の向上を図ることができる。しかしながら、一般的な凝縮器のよ
うに、凝縮器と機械室の側面部とが平行に配置されるとき、凝縮器の前面側面積は風路断
面である機械室の断面面積以上にすることができない。
【０００９】
　そこで、凝縮器が機械室の側面部に対して傾斜するように凝縮器を配置することで、機
械室の側面に対して凝縮器を平行に配置する従来の冷蔵庫に比べ、凝縮器の前面側面積を
大きくし、凝縮能力を向上させている冷蔵庫が提案されている（例えば特許文献１参照）
。しかしながら、凝縮器が機械室の側面部に対して傾斜するように凝縮器を配置すると、
凝縮器及び送風機の配置に必要な長手方向の長さが大きくなるため、機械室に設置されて
いる圧縮機及びドレンパン等の空間を圧迫してしまう問題点があった。
【００１０】
　そこで、上記の問題点を解決するために、凝縮器をＬ字形状に折り曲げて機械室に配置
する。そして、凝縮器を機械室の壁面に対向する複数の面に設置することで前面側面積を
大きくし、凝縮能力の向上を図っている冷蔵庫が提案されている（例えば特許文献２参照
）。
【００１１】
　一方、空気調和機の室内機に実装されている熱交換器についての例ではあるが、熱交換
器を構成するフィンを略Ｌ字形状として、実装空間に対して熱交換器の前面側面積を向上
させているものも提案されている（例えば特許文献３参照）。しかしながら、この場合に
は、略Ｌ字形状のフィンに対応する金型を用意する必要があり、矩形形状のフィンの作成
時に比べて、歩留まりが低下してしまう問題点があった。また、室内機の構成要素が変更
され熱交換器の寸法が変更となった場合に、プレス機の金型の変更が必要となり、熱交換
器の仕様変更に対する柔軟性が低いという問題点があった。
【００１２】
　そこで、複数の矩形形状のフィンを有する熱交換器を隣接させることで略Ｌ字形状の熱
交換器を構成しているものが提案されている（例えば特許文献４参照）。この構成により
、フィンの歩留まりの低下を抑えることができ、実装空間に合わせて略Ｌ字形状に開く角
度を調整することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２０１５－１７５５９３号公報
【特許文献２】特開２００２－３３３２５８号公報
【特許文献３】特開２０１５－４９００４号公報
【特許文献４】特開平３－５６３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上述した通り、特許文献２に記載の凝縮器においては、凝縮器をＬ字形状に折り曲げて
機械室に配置し、凝縮器を機械室の壁面に対向する複数の面に設置することで前面側面積
を大きくし、凝縮能力の向上を図ることができる。しかしながら、このとき凝縮器を通過
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する空気の流線は、凝縮器の片方の面のみ複雑に折れ曲がり、空気の圧力損失が大きくな
るため通風分布が悪化し、冷媒の凝縮量が低下してしまうという問題点があった。
【００１５】
　また、特許文献４に記載の熱交換器は、熱交換性を高くするために、熱交換器に折り曲
げ部を形成して熱交換器を折り曲げているが、隣接させた熱交換器同士の隙間にシール材
を設け空気を流さない構造とし、隣接した熱交換器間の隙間を通る空気を抑制している。
熱交換器の折り曲げ部に空気が通らない構造は、空気の圧力損失の増大と有効伝熱面積の
低下を招くため、特許文献３に記載の熱交換器のように、略Ｌ字形状の折れ曲がり部にも
通風させ、かつ、折れ曲がり部でも熱交換をさせる構造が望ましい。特に、冷蔵庫の機械
室のような小空間に実装される熱交換器では、略Ｌ字形状の直線部を長くすることができ
ず、折れ曲がり部のフィンの面積の割合が大きくなるため、前述した折れ曲がり部の伝熱
性能の向上が重要となる。しかしながら、特許文献４に記載の熱交換器は、折れ曲がり部
に空気が通らず、折れ曲がり部で熱交換をさせることができないため、フィンの有効伝熱
面積が減少し、熱交換能力が低下するという問題点があった。
【００１６】
　本発明は、上記のような問題点を背景になされたものであり、凝縮器の折れ曲がり部を
通る空気の圧力損失の低下を防ぎつつ、フィンの有効伝熱面積を増大させることで熱交換
能力を向上させた凝縮器を有する冷蔵庫を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明に係る冷蔵庫は、貯蔵室、及び、機械室を有する筐体と、前記機械室に配置され
た凝縮器、送風機、及び圧縮機と、を備え、前記凝縮器は、互いに並列して設けられた複
数枚の第１の矩形フィンを有する第１のプレートフィンチューブ型凝縮器と、互いに並列
して設けられた複数枚の第２の矩形フィンを有する第２のプレートフィンチューブ型凝縮
器とを有し、前記第１のプレートフィンチューブ型凝縮器と前記第２のプレートフィンチ
ューブ型凝縮器とは、前記複数枚の第１の矩形フィンの積み方向と、前記複数枚の第２の
矩形フィンの積み方向とが平行となるように配置され、前記第１のプレートフィンチュー
ブ型凝縮器と前記第２のプレートフィンチューブ型凝縮器とは、前記第１の矩形フィン及
び前記第２の矩形フィンに対して垂直な方向から見たときに、前記複数枚の第１の矩形フ
ィンの端部と前記複数枚の第２の矩形フィンの端部とが相互に重なるように、且つ、全体
として折れ曲がり形状を呈するように、配置され、前記第１のプレートフィンチューブ型
凝縮器又は前記第２のプレートフィンチューブ型凝縮器は、重なり合った前記第１の矩形
フィン又は前記第２の矩形フィンの端部同士の内、少なくとも一方の矩形フィンの端部に
矩形フィンの積み重ねの高さと同じ高さの切り起こしを設けることで他方の矩形フィンの
端部を挟むものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る冷蔵庫によれば、凝縮器は、互いに並列して設けられた複数枚の第１の矩
形フィンを有する第１のプレートフィンチューブ型凝縮器と、互いに並列して設けられた
複数枚の第２の矩形フィンを有する第２のプレートフィンチューブ型凝縮器とを有する。
そして、第１の矩形フィンと第２の矩形フィンとは、互いに平行であり、第１のプレート
フィンチューブ型凝縮器と第２のプレートフィンチューブ型凝縮器とは、第１の矩形フィ
ンの端部と第２の矩形フィンの端部とが重なるように、且つ、全体として折れ曲がり形状
を呈するように、配置される。このようにすることで、凝縮器の折れ曲がり形状の部分を
通る空気の圧力損失の低下を防ぎつつ、矩形フィンの有効伝熱面積を増大させることで熱
交換能力を向上させた凝縮器を有する冷蔵庫を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態に係る冷蔵庫の概略斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る冷蔵庫の背面の概略斜視図である。
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【図３】本発明の実施の形態に係る冷蔵庫の機械室の概略斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器の概略斜視図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器の接合前の形状を示す概略斜視
図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器の接続部を示す概略斜視図であ
る。
【図７】本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器のフィンの形状を示す概略斜視
図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器のフィンの別形状を示す概略断
面図である。
【図９】本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器の接続方法を示す概略斜視図で
ある。
【図１０】本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器の接続角度を示す平面図であ
る。
【図１１】本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器の接続形態を示す平面図であ
る。
【図１２】本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器と機械室の壁面との角度を示
す概略平面図である。
【図１３】本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器と機械室の底面及び天面との
角度を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の冷蔵庫の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、図面の
形態は一例であり、本発明を限定するものではない。また、各図において同一の符号を付
したものは、同一の又はこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通し
ている。さらに、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合
がある。
【００２１】
実施の形態１．
［冷蔵庫１の構成］
　図１は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫の概略斜視図である。図１（ａ）は、冷蔵庫
の扉が設けられている状態の図であり、図１（ｂ）は、冷蔵庫が有する各貯蔵室が見える
ように冷蔵庫から扉を取り外した状態の図である。図１（ａ）に示されるように、冷蔵庫
１は、最上部に観音開き式の冷蔵室扉２ａを備えている。また、冷蔵室扉２ａの左側の下
方には製氷室扉２ｃが設けられ、冷蔵室扉２ａの右側の下方には切替室扉２ｂが設けられ
ている。製氷室扉２ｃ及び切替室扉２ｂの下方には冷凍室扉２ｄが設けられ、冷凍室扉２
ｄの下方には野菜室扉２ｅが設けられている。製氷室扉２ｃ、切替室扉２ｂ、冷凍室扉２
ｄ及び野菜室扉２ｅはいずれも引き出し式の扉で構成されている。
【００２２】
　なお、本実施の形態において、冷蔵室扉２ａが観音開き式の扉である例を示したが、本
発明はこれに限定されず、引き戸式の扉で構成しても良い。また、本実施の形態において
、製氷室扉２ｃ、切替室扉２ｂ、冷凍室扉２ｄ及び野菜室扉２ｅを引き出し式の扉を例と
して示したが、本発明はこれに限定されず、引き出し式の扉以外の扉で構成してもよい。
【００２３】
　図１（ｂ）に示されるように、冷蔵庫１は、例えば貯蔵室として５室を有するものであ
り、最上部に冷蔵室３ａを備えている。また、冷蔵室３ａの左側の下方には製氷室３ｃが
設けられ、冷蔵室３ａの右側の下方には切替室３ｂが設けられている。製氷室３ｃ及び切
替室３ｂの下方には冷凍室３ｄが設けられ、冷凍室３ｄの下方には野菜室３ｅが設けられ
ている。また、各貯蔵室を仕切っているキャビネット部４の前面には、外気以上の温度の
冷媒が流れる結露防止パイプ５が取り付けられている。
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【００２４】
　なお、本実施の形態において、冷蔵庫１として、冷蔵室３ａ、製氷室３ｃ、切替室３ｂ
、冷凍室３ｄ及び野菜室３ｅを備えた例を示したが、冷蔵庫１の構成はこれに限定されず
、例えば製氷室３ｃ又は切替室３ｂを備えていない冷蔵庫１でもよい。また、本実施の形
態において各貯蔵室が全て冷凍室の場合にも「冷蔵庫」と称する。
【００２５】
　図２は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫の背面の概略斜視図である。図２に示される
ように、冷蔵庫１は、筐体として、右側面に右側面パネル１ｄ、左側面に左側面パネル１
ａ、天面に天井面パネル１ｂ、背面側に背面パネル１ｃを備えている。右側面パネル１ｄ
、左側面パネル１ａ、天井面パネル１ｂ又は背面パネル１ｃには、凝縮パイプ６が冷蔵庫
１の筐体の板金と、真空断熱材又はウレタンとの間に設置されている。
【００２６】
　また、例えば冷蔵庫１の背面パネル１ｃの下部には、図３において後述する機械室７が
配置されている。機械室７は、例えば機械室カバー８によって覆われて、機械室７の内部
が見えないようになっている場合もある。
【００２７】
　冷蔵庫１の各貯蔵室を冷やす仕組みである冷凍サイクルにおいて、冷蔵庫１の内部から
吸収した熱は、凝縮パイプ６、機械室７に設置した凝縮器９（図３参照）、及び結露防止
パイプ５（図１（ｂ）参照）により放熱している。
【００２８】
　図３は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫の機械室の概略斜視図である。図３に示され
るように、機械室７には、冷媒を凝縮する凝縮器９と、冷媒を圧縮する圧縮機１０と、凝
縮器９及び圧縮機１０を冷却するために空気を送風する送風機１１とが収納されている。
また、例えば、機械室７が冷蔵庫１の筐体の下部にある場合には、貯蔵室から排出された
ドレン水を貯留するドレンパン１２を機械室７に配置する場合もある。
【００２９】
　機械室７の左側面パネル１ａには外気を機械室７に導入するためのスリット状の吸気口
１３が設けられている。また、機械室７の右側面パネル１ｄには、機械室７に導入された
外気を機械室７の外へ排出するためのスリット状の排気口１４が設けられている。また、
例えば吸気口１３及び排気口１４は、機械室カバー８及び後述する機械室底面１７に設け
られている場合もある。
【００３０】
　送風機１１は、例えば軸流送風機であり、送風機１１を駆動させると、吸気口１３から
外気が機械室７内に導入され、外気は、凝縮器９及び圧縮機１０により温められ、その後
、外気は排気口１４から機械室７の外へ排出される。この際、送風機１１の上流側に凝縮
器９を配置し、送風機１１の下流側に圧縮機１０を配置する。これにより、圧縮機１０に
より温められた空気が凝縮器９に流入し、外気温度と冷媒の温度との差が小さくなり、凝
縮性能が低下することを防ぐことができる。また、凝縮器９と送風機１１を近接させるこ
とで、機械室７を通過する外気の全てが凝縮器９を通過することができる。また、凝縮器
９と送風機１１を近接させることで、凝縮器９の上流側の機械室カバー８又は機械室底面
１７等に、より大きな吸気口を設けることができ、送風機１１の下流側の機械室カバー８
又は機械室底面１７等に、より大きな排気口を設けることができる。なお、本実施の形態
において、左側面パネル１ａに吸気口１３を設け、右側面パネル１ｄに排気口１４を設け
た例を示したが、本発明はこれに限定されず、機械室７の内部構成に応じて左側面パネル
１ａに排気口１４を設け、右側面パネル１ｄに吸気口１３を設けても良い。
【００３１】
　また、凝縮器９と送風機１１との間には、穴の空いた仕切り板１８が設けられ、凝縮器
９は、通常は、仕切り板１８と、機械室底面１７と、左側面パネル１ａと、機械室壁面１
６と、機械室カバー８とにより囲まれている。
【００３２】
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　図４は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器の概略斜視図である。図４に
示されるように、プレートフィンチューブ型凝縮器（以下、矩形凝縮器１５と称する）は
、互いに並列して設けられた複数枚の矩形フィン２０と、冷媒管２１を備えている。凝縮
器９は、複数の矩形凝縮器１５の矩形フィン２０を互いに接続部２２で接触させ、接続部
２２において全体として折り曲げ形状を呈するように配置されている。これにより、機械
室７の実装空間が制限されても、矩形凝縮器１５の通風方向の上流側の側面面積である前
面面積２７を大きく取ることができ、同一風量の空気が凝縮器９を通過する場合、凝縮器
９を通過する空気の流速が低下することで、圧力損失が低下する。さらに、前面面積２７
を大きくすることで矩形フィン２０の面積が大きくなるだけでなく、熱伝達率の大きいフ
ィン前縁部２３が長くなり、矩形フィン２０と空気の熱交換が活発となる。なお、矩形凝
縮器１５は、本発明における「第１のプレートフィンチューブ型凝縮器」及び「第２のプ
レートフィンチューブ型凝縮器」に相当する。
【００３３】
　隣接する２つの矩形凝縮器１５のうち、一方の矩形凝縮器１５と他方の矩形凝縮器１５
とは、一方の矩形凝縮器１５の複数枚の矩形フィン２０の積み方向２９と、他方の矩形凝
縮器１５の複数枚の矩形フィン２０の積み方向２９とが平行となるように配置されている
。また、接続部２２において、矩形フィン２０に対して垂直な方向から見たときに矩形フ
ィン２０の端部同士が相互に重なるように接触されている。このため、矩形凝縮器１５の
接続部２２において矩形フィン２０間を空気が通過することができ、かつ、接続部２２に
おいて伝熱面積を大きくすることができる。このとき、接続部２２は冷媒管２１からの距
離が大きくなるが、接続部２２では、矩形フィン２０が重なっていることにより矩形フィ
ン２０の厚みが他の部分と比較して２倍となるため、接続部２２における熱交換効率の低
下を防ぐことができる。なお、本実施の形態において、隣り合った２つの矩形凝縮器１５
の互いに並列して設けられた矩形フィン２０は互いに平行な構成であると説明したが、こ
の場合における平行とは厳密に平行である必要はなく、略平行という概念を含むものであ
る。
【００３４】
　一般的な空気調和機の室外機における熱交換器は、１つの熱交換器を作成した後に、熱
交換器を折り曲げることでＬ字形状としているため、熱交換器の折り曲げ部において、空
気の圧力損失が大きくなる。冷蔵庫１の機械室７に収納される凝縮器９のように小型の熱
交換器にこの構造を採用すると、熱交換器の体積の内、折り曲げ部の割合が大きくなるた
め通風の悪化が顕著となる。本実施の形態に係る冷蔵庫１の凝縮器９は、上述した通り、
隣り合った２つの矩形凝縮器１５の積層された矩形フィン２０は互いに平行な構造である
ため、折れ曲がり部の通風性能の低下を防ぐことができる。
【００３５】
　冷蔵庫１の機械室７における凝縮器９の実装空間は、一般的な空気調和機の熱交換器と
比較して小さい。このため、折れ曲がり部を有する凝縮器９を実現する場合には、凝縮器
９全体の内、接続部２２の割合が大きくなり、接続部２２の伝熱性能を確保することは凝
縮性能の向上に有効となる。
【００３６】
　また、凝縮器の折れ曲がり部に風を通すために、初めから折れ曲がった形状のフィンを
作成した後で、冷媒管を通して熱交換器を製造する方法が考えられる。しかしながら、本
実施の形態に係る冷蔵庫１の凝縮器９はフィンを矩形とした熱交換器を初めに複数個作成
し、当該複数個の熱交換器を接続することでフィンの歩留まりを高くすることができる。
また、接続する矩形凝縮器１５のフィンの積層間隔の長さ及び接続部２２の接続角度を変
更することで、実装空間に合わせた形状とすることができ、多品種生産及び仕様変更への
対応が容易となる。
【００３７】
　図５は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器の接合前の形状を示す概略斜
視図である。図５に示されるように、１つの矩形凝縮器１５は例えば、機械的に拡管する
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ことにより矩形フィン２０と冷媒管２１とが接合される。このとき、矩形フィン２０の積
層間隔は、専用の治具等を用いて管理されつつ拡管される。これにより、同一の積層間隔
の複数の矩形凝縮器１５を用いて接続部２２を形成することで、他の矩形凝縮器１５の矩
形フィン２０を交互に重ね合わせることができる構造としている。
【００３８】
　図６は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器の接続部を示す概略斜視図で
ある。図６に示されるように、矩形フィン２０の接続部２２に切り起こし部２４を設け、
板バネの要領で他方の矩形フィン２０を挟み込み、接触させる構造とすることができる。
これにより、２つの矩形凝縮器１５の矩形フィン２０が常に接触した状態となる。したが
って、圧縮機１０及び送風機１１の駆動によって振動が生じた場合でも、又は冷媒の循環
によって凝縮器９に振動が生じた場合でも、矩形フィン２０同士が暴れることなく接触音
の発生を抑制することができる。
【００３９】
　図７は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器のフィンの形状を示す概略斜
視図である。図７に示されるように、矩形フィン２０には冷媒管２１を通すための貫通孔
２０ｂが複数設けられている。また、矩形フィン２０の端部には、切り起こし部２４が設
けられている。切り起こし部２４は、矩形フィン２０の一部にスリットを入れ断面山形に
持ち上げる構造とし、通風状態の悪化と、圧力損失の上昇を招かない構造としている。さ
らに、切り起こし部２４を設けることにより、切り起こし部２４の側面である熱流束の大
きいフィン前縁２５ができ、熱交換の性能を向上させる効果もある。切り起こし部２４は
、矩形フィン２０に冷媒管用の穴を空けるプレス工程にて同時に制作されることとなる。
【００４０】
　図８は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器のフィンの別形状を示す概略
断面図である。図８（ａ）に示されるように、切り起こし部２４は、矩形フィン２０の断
面視において三角形型の形状を取り得る。また、図８（ｂ）に示されるように、切り起こ
し部２４ａは、矩形フィン２０の断面視において線型の形状を取り得る。また、図８（ｃ
）に示されるように、切り起こし部２４ｂは、矩形フィン２０の断面視において丸型の形
状を取り得る。また、図８（ｄ）に示されるように、切り起こし部２４ｃは、矩形フィン
２０の断面視において四角形型の形状を取り得る。なお、いずれの切り起こしの形状にお
いても、切り起こし部の高さ２６は、他方の矩形フィン２０を板バネの要領で挟み込むこ
とができるように、矩形フィン２０の積み重ねの高さと同程度になるように調整する。
【００４１】
　図９は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器の接続方法を示す概略斜視図
である。図９に示されるように、凝縮器９は、複数の矩形凝縮器１５を作成した後、矩形
フィン２０を交互に重ね合わせ、接続用ベンド冷媒管２０ａを冷媒管２１に溶接などによ
り接続することで作成される。
【００４２】
　図１０は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器の接続角度を示す平面図で
ある。図１０に示されるように、矩形フィン２０を垂直方向から見た場合において、複数
の矩形凝縮器１５は、全体として、折れ曲がり形状である接続部２２を介して配置される
。この際に、矩形凝縮器１５同士の接続角度３０を調整することで、機械室７の実装空間
に合わせ、かつ、設計変更が容易な凝縮器９を得ることができる。
【００４３】
　図１１は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器の接続形態を示す平面図で
ある。図１１（ａ）に示されるように、複数の矩形凝縮器１５を用意し、各々の矩形凝縮
器１５を折り曲げ部である接続部２２を介して接続することにより、平面視においてＷ字
形状の凝縮器９ａを得ることができる。また、図１１（ｂ）に示されるように、複数の矩
形凝縮器１５を用意し、各々の矩形凝縮器１５を折り曲げ部である接続部２２を介して接
続することにより、平面視において略Ｕ字形状の凝縮器９ｂを得ることができる。このよ
うに、凝縮器９は、矩形凝縮器１５の接続方法を変更することにより様々な形状をなすこ
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とができるため、機械室７の実装空間に合わせた最適な構造を取ることができる。
【００４４】
　図１２は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器と機械室の壁面との角度を
示す概略平面図である。図１２に示されるように、複数の矩形凝縮器１５の内、最も外側
に配設された矩形凝縮器３１は、少なくとも機械室壁面１６又は機械室カバー８の何れか
一方に対して１０°～８０°の角度３３を持たせて設けられている。このように、角度３
３を１０°～８０°となるように、複数の矩形凝縮器１５の内、最も外側に配設された矩
形凝縮器３１を配置することで、前面面積２７及びフィン前縁部２３の面積を大きくとる
ことができ、凝縮器９の凝縮性能を向上させることができる。
【００４５】
　なお、角度３３が１０°未満の場合、機械室７の通風方向３５に対して平行、つまり、
機械室壁面１６又は機械室カバー８と対向するように凝縮器９が配置されることで、空気
の流入する風路が小さくなり、凝縮器９の圧力損失が増加するため凝縮性能が悪化してし
まう。一方、角度３３が８０°より大きい場合、機械室７の通風方向３５に対して垂直、
つまり左側面パネル１ａと対向するように凝縮器９が配置されることで、一般的な凝縮器
と同様に前面面積２７を大きくすることができない。したがって、角度３３は１０°～８
０°が最も凝縮器９の凝縮性能を向上させる角度として適している。
【００４６】
　図１３は、本発明の実施の形態に係る冷蔵庫が有する凝縮器と機械室の底面及び天面と
の角度を示す概略断面図である。図１３に示されるように、複数の矩形凝縮器１５の内、
最も外側に配設された矩形凝縮器３１は、少なくとも機械室底面１７又は機械室天面１７
ａの何れか一方に対して１０°～８０°の角度３３を持たせて設けられている。このよう
に、角度３３を１０°～８０°となるように、複数の矩形凝縮器１５の内、最も外側に配
設された矩形凝縮器３１を配置することで、前面面積２７及びフィン前縁部２３の面積を
大きくとることができ、凝縮器９の凝縮性能を向上させることができる。なお、角度３３
を１０°～８０°とした理由は、図１２において説明した理由と同様であるため、説明は
省略する。
【００４７】
［実施の形態の効果］
　以上のことから、本実施の形態によれば、貯蔵室、及び、機械室７を有する筐体と、機
械室７に配置された凝縮器９、送風機１１、及び圧縮機１０と、を備え、凝縮器９は、互
いに並列して設けられた複数枚の第１の矩形フィン２０を有する第１の矩形凝縮器１５と
、互いに並列して設けられた複数枚の第２の矩形フィン２０を有する第２の矩形凝縮器１
５とを有し、第１の矩形凝縮器１５と第２の矩形凝縮器１５とは、複数枚の第１の矩形フ
ィン２０の積み方向２９と、複数枚の第２の矩形フィン２０の積み方向２９とが平行とな
るように配置され、第１の矩形凝縮器１５と第２の矩形凝縮器１５とは、第１の矩形フィ
ン２０及び第２の矩形フィン２０に対して垂直な方向から見たときに、第１の矩形フィン
２０の端部と第２の矩形フィン２０の端部とが相互に重なるように、且つ、全体として折
れ曲がり形状を呈するように、配置される。
　このようにすることで、凝縮器９の折れ曲がり形状の部分を通る空気の圧力損失の低下
を防ぎつつ、矩形フィン２０の有効伝熱面積を増大させて熱交換能力が向上した凝縮器９
を有する冷蔵庫１を得ることができる。
【００４８】
　また、第１の矩形フィン２０の端部と第２の矩形フィン２０の端部とは、接触している
構成とする。
　このようにすることで、圧縮機１０及び送風機１１の駆動によって振動が生じた場合で
も、又は冷媒の循環によって凝縮器９に振動が生じた場合でも、矩形フィン２０同士が暴
れることなく接触音の発生を抑制することができる。
【００４９】
　また、第１の矩形凝縮器１５又は第２の矩形凝縮器１５は、少なくとも機械室壁面１６
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又は機械室カバー８の何れか一方に対して１０°～８０°の角度を持たせて設けられてい
るように構成する。
　このようにすることで、前面面積２７及びフィン前縁部２３の面積を大きくとることが
でき、凝縮器９の凝縮性能を向上させることができる。
【００５０】
　また、第１の矩形凝縮器１５又は第２の矩形凝縮器１５は、少なくとも機械室底面１７
又は機械室天面１７ａの何れか一方に対して１０°～８０°の角度を持たせて設けられて
いるように構成する。
　このようにすることで、前面面積２７及びフィン前縁部２３の面積を大きくとることが
でき、凝縮器９の凝縮性能を向上させることができる。
【００５１】
　また、凝縮器９は、重なり合った矩形フィン２０の端部同士の内、少なくとも一方の矩
形フィン２０の端部に矩形フィン２０の積み重ねの高さと同じ高さ２６の切り起こし部２
４を設けることで他方の矩形フィン２０の端部を挟むようにする。
　このようにすることで、熱流束の大きいフィン前縁２５ができ、熱交換の性能を向上さ
せることができる。また、圧縮機１０及び送風機１１の駆動によって振動が生じた場合で
も、又は冷媒の循環によって凝縮器９に振動が生じた場合でも、矩形フィン２０同士が暴
れることなく接触音の発生を抑制することができる。
【００５２】
　また、送風機１１及び圧縮機１０は、凝縮器９の下流側に設置されているようにする。
　このようにすることで、圧縮機１０により温められた空気が凝縮器９に流入し、外気温
度と冷媒の温度との差が小さくなり、凝縮性能が低下することを防ぐことができる。
【符号の説明】
【００５３】
　１　冷蔵庫、１ａ　左側面パネル、１ｂ　天井面パネル、１ｃ　背面パネル、１ｄ　右
側面パネル、２ａ　冷蔵室扉、２ｂ　切替室扉、２ｃ　製氷室扉、２ｄ　冷凍室扉、２ｅ
　野菜室扉、３ａ　冷蔵室、３ｂ　切替室、３ｃ　製氷室、３ｄ　冷凍室、３ｅ　野菜室
、４　キャビネット部、５　結露防止パイプ、６　凝縮パイプ、７　機械室、８　機械室
カバー、９　凝縮器、９ａ　凝縮器、９ｂ　凝縮器、１０　圧縮機、１１　送風機、１２
　ドレンパン、１３　吸気口、１４　排気口、１５　矩形凝縮器、１６　機械室壁面、１
７　機械室底面、１７ａ　機械室天面、１８　仕切り板、２０　矩形フィン、２０ａ　接
続用ベンド冷媒管、２０ｂ　貫通孔、２１　冷媒管、２２　接続部、２３　フィン前縁部
、２４　切り起こし部、２４ａ　切り起こし部、２４ｂ　切り起こし部、２４ｃ　切り起
こし部、２５　フィン前縁、２６　高さ、２７　前面面積、２９　積み方向、３０　接続
角度、３１　最も外側に配設された矩形凝縮器、３３　角度、３５　通風方向。
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